
令和４年度 船橋市指導監査課 介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導

１ 令和４年度集団指導について

２ サービス共通資料

・非常災害対策（P6） ・感染症予防等（P8）

・サービス提供中の交通マナー等（P10） ・事故発生時の対応（P11）

・申請届出等（P12）

３ 各種お知らせ等

・障害福祉課からのお知らせ（P17） ・療育支援課からのお知らせ（P25）

・危機管理課からのお知らせ（P33） ・船橋労働基準監督署からのお知らせ（P36）

・その他関連部署からのお知らせ（P46）

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

・サービス共通（P48）

・訪問系（P68）※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

・相談系（P77）※地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

・通所・入所系（P88）※生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行・継続・定着支援、自立生活援助、施設入所支援

・グループホーム等（P100）※共同生活援助、宿泊型自立訓練、短期入所（共同生活援助及び宿泊型自立訓練併設）

・児童系（P107）※児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援

令和４年度障害福祉サービス事業者等集団指導 共通編
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令和４年度集団指導について

令和４年度集団指導について

・令和４年度集団指導は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、昨年度に

引き続き、ホームページ上での資料掲載による書面形式とします。

・集団指導資料は本資料（パワーポイント）と全録編（ＰＤＦ）の２つとなります。

全録編はサービスごとに作成し、集団指導のホームページに掲載しています。

・本資料（パワーポイント）では実地指導でよくある指摘事項及び質問を中心に掲載し

ております。なお、本資料の他に確認いただきたい事項もありますので、実施サービ

スの全録編も必ず併せてご確認いただきますようお願いいたします。

はじめに

日頃より本市障害福祉行政にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。

また、コロナ禍においても、障害福祉サービスの提供の継続・感染防止対策にご尽力い

ただき、感謝申し上げます。

１ 令和４年度集団指導について 2



令和４年度集団指導について

資料等確認報告

動画視聴後に「船橋市オンライン申請・届出サービス」より資料等確認報告をお願いし

ます。資料等確認報告をもって、令和４年度の集団指導への出席とします。

※事業所で複数サービスを提供されている場合は、報告サービス区分（全録編のサービ

ス区分）ごとの報告を行ってください。

例：

生活介護と就労継続支援Ｂ型の指定がある場合 → １回の報告で問題ありません。

居宅介護と計画相談支援の指定がある場合 → 別々に報告が必要です。

「船橋市オンライン申請・届出サービス」

【障害福祉サービス事業者等】令和４度集団指導資料等確認報告（指導監査課宛）

URL：https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2228 

3１ 令和４年度集団指導について



令和４年度 船橋市指導監査課 介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導

令和４年度障害福祉サービス事業者等集団指導 共通編
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１ 令和４年度集団指導について

２ サービス共通資料

・非常災害対策（P6） ・感染症予防等（P8）

・サービス提供中の交通マナー等（P10） ・事故発生時の対応（P11）

・申請届出等（P12）

３ 各種お知らせ等

・障害福祉課からのお知らせ（P17） ・療育支援課からのお知らせ（P25）

・危機管理課からのお知らせ（P33） ・船橋労働基準監督署からのお知らせ（P36）

・その他関連部署からのお知らせ（P46）

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

・サービス共通（P48）

・訪問系（P68）※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

・相談系（P77）※地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

・通所・入所系（P88）※生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行・継続・定着支援、自立生活援助、施設入所支援

・グループホーム等（P100）※共同生活援助、宿泊型自立訓練、短期入所（共同生活援助及び宿泊型自立訓練併設）

・児童系（P107）※児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援



令和４年度 船橋市指導監査課 介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導

令和４年度障害福祉サービス事業者等集団指導 共通編
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１ 令和４年度集団指導について

２ サービス共通資料

・非常災害対策（P6） ・感染症予防等（P8）

・サービス提供中の交通マナー等（P10） ・事故発生時の対応（P11）

・申請届出等（P12）

３ 各種お知らせ等

・障害福祉課からのお知らせ（P17） ・療育支援課からのお知らせ（P25）

・危機管理課からのお知らせ（P33） ・船橋労働基準監督署からのお知らせ（P36）

・その他関連部署からのお知らせ（P46）

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

・サービス共通（P48）

・訪問系（P68）※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

・相談系（P77）※地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

・通所・入所系（P88）※生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行・継続・定着支援、自立生活援助、施設入所支援

・グループホーム等（P100）※共同生活援助、宿泊型自立訓練、短期入所（共同生活援助及び宿泊型自立訓練併設）

・児童系（P107）※児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援



全サービス共通

２ サービス共通資料

非常災害対策①

社会福祉施設等における非常災害対策

近年、地震・風水害（台風・浸水）等による甚大な被害が発生しており、日ごろの非

常災害対策が求められております。

①非常災害時の対応等について、日ごろからの情報収集及び非常災害対策等に努めてい

ただきますようお願いします。

【社会福祉施設等における非常災害対策等に関するポータル（船橋市ホームページ）】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/001/05/p062666.html

②災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握を円滑に行うため、災害発生時

にご報告をお願いいたします。（※災害発生時には、利用者、従業者等の安全確保対策

を行った上での報告をお願いします。）

【災害発生時の社会福祉施設等の被災状況の報告について（船橋市ホームページ）】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/001/05/p055386.html
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全サービス共通

２ サービス共通資料

非常災害対策②

社会福祉施設等における非常災害対策

③災害発生時において、社会福祉施設等の被災状況等を迅速かつ正確に情報収集できるよう、

緊急連絡先等の登録・変更をお願いします。

【社会福祉施設等の被災状況の把握等に係る緊急連絡先等の登録について（船橋市ホームペー

ジ）】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/001/05/p063030.html
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全サービス共通

２ サービス共通資料

感染症予防等①

8

高齢者福祉施設等で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場
合（感染が疑われる場合）の対応について

新型コロナウイルス感染症発生時において、市と事業者等が連携を図り、早めの感染

拡大防止に努める必要があります。利用者等が陽性と判定された場合（感染が疑われる

場合）、下記船橋市ホームページに掲載している感染症発生連絡票等の提出をお願いい

たします。

※平常時より、利用者、従業員の日々の検温の実測値及び平熱等の健康観察の確認、記

録の徹底をお願いいたします。

【高齢者福祉施設等で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合（感染が疑わ

れる場合）の対応について

（船橋市ホームページ）】

https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p080769.html



全サービス共通

２ サービス共通資料

感染症予防等②

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症に関する最新情報を掲載しておりますので、ご確認くださ

い。

【社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（船橋市ホームペー

ジ）】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/001/05/p076527.html
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全サービス共通

２ サービス共通資料

サービス提供中の交通マナー等

事業所車両の駐停車

サービス提供中の事業所車両の駐停車については、他の車両や歩行者の通行を妨げな

いような安全な場所に停車することが望ましいと考えられます。しかし、利用者の身体

状況や道路状況等から、そのような場所に停車することが困難である場合は、サービス

提供にあたる従業者を増員するなど、利用者の安全の確保及び他の車両等に迷惑のかか

らないようご配慮願います。

また、駐車についても交通法規を遵守し、近隣住民等の迷惑にならないようご対応お

願いいたします。

事業所内での管理

管理者は、運転者の適性の把握や、当日の運転者の体調状況を確認し、運転業務に係

る安全管理に努めてください。（風邪、発熱、前日の深酒等）

また、事業所内でヒヤリハット事例の情報共有を図るなど、従業者全員での取り組み

をお願いいたします。
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全サービス共通

２ サービス共通資料

事故発生時の対応

市への事故報告

サービス提供中の事故について、下記の事例のような事故も発生しておりますのでご

注意ください。また、事故発生時には事故報告が必要となる場合がありますので、該当

する場合は市へのご報告をお願いします。

【障害福祉サービス事業者等における事故報告（船橋市ホームページ）】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/03/p050089.html

（事故の例）

・見守り、転倒リスク把握が不十分であることによる転倒。（利用者が無理に立ち上がろうとし転倒

した、手すりをつかみ損ね転倒した、イスや窓枠等をよじ登ろうとし転倒した、衣服の着脱時に転倒

した、電源コードに足をとられて転倒した等の事例あり。）

・誤薬（対象者誤り、時刻・用法誤り）、落薬。

・送迎車の中に利用者を取り残し、降車させるのを忘れた。（市外では死亡事例発生）

・車いすごと乗車するタイプの車両の固定器具を付け忘れ、車いすのブレーキのみをかけて発車させ

たことにより、車いすごと後ろに転倒した。等
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全サービス共通

２ サービス共通資料

申請・届出等①

申請・届出等に係る手続きについて

申請・届出等に係る手続きについて、船橋市ホームページに掲載しております。必要

に応じて適切に申請・届出等を行って下さい。

加算に関する届出

【介護給付費等算定に係る届出】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/01/p090057.html

【障害児通所給付費等算定に係る届出】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/07/p090225.html

加算等の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える（報酬が増額とな

る）ものについては、毎月15日までに届出があった（適正な書類として受理した）場合

には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった（適正な書類として受理し

た）場合には翌々月1日から算定できます。
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全サービス共通

２ サービス共通資料

申請・届出等②
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指定（更新）・変更・廃止等に関する届出

【指定障害福祉サービス事業者等】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/01/p067507.html

【指定障害児通所支援事業者等】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/07/p068525.html

【地域生活支援事業所（日中一時・移動支援・入浴サービス）】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/02/p025890.html

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/01/p067507.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/07/p068525.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/02/p025890.html


全サービス共通

２ サービス共通資料

申請・届出等③

業務管理体制整備に係る届出

業務管理体制の整備は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（以下「障害者総合支援法」という。）及び児童福祉法に基づき、事業者における法

令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を事業者に義務づけ、指定取

消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と障害福祉サービス・障

害児通所支援事業等の運営の適正化を図るものです。

指定事業所が船橋市内にのみ所在する事業者は、船橋市が届出先となります。

また、事業所名称及び所在地等の変更の場合は業務管理体制の届出が必要な場合があ

ります。詳細は下記市ホームページをご確認ください。

【障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者等の業務管理体制の整備について

（船橋市ホームページ）】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/03/p071436.html
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全サービス共通

２ サービス共通資料

申請・届出等④

処遇改善加算等

令和４年１０月より、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が追加されました。

福祉・介護職員処遇改善加算等のお知らせ、届出、既存計画の内容変更の届出及び実

績報告については下記市ホームページを確認してください。

※算定事業所は年度毎に計画書及び実績報告書の提出が必要となります。

【処遇改善加算等について（船橋市ホームページ）】

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/07/p051559.html
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令和４年度 船橋市指導監査課 介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導

令和４年度障害福祉サービス事業者等集団指導 共通編
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１ 令和４年度集団指導について

２ サービス共通資料

・非常災害対策（P6） ・感染症予防等（P8）

・サービス提供中の交通マナー等（P10） ・事故発生時の対応（P11）

・申請届出等（P12）

３ 各種お知らせ等

・障害福祉課からのお知らせ（P17） ・療育支援課からのお知らせ（P25）

・危機管理課からのお知らせ（P33） ・船橋労働基準監督署からのお知らせ（P36）

・その他関連部署からのお知らせ（P46）

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

・サービス共通（P48）

・訪問系（P68）※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

・相談系（P77）※地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

・通所・入所系（P88）※生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行・継続・定着支援、自立生活援助、施設入所支援

・グループホーム等（P100）※共同生活援助、宿泊型自立訓練、短期入所（共同生活援助及び宿泊型自立訓練併設）

・児童系（P107）※児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援



障害福祉課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

船橋市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金

17

申請時期

第1回：令和4年9月16日まで（終了） 第2回：令和5年1月または2月ごろ

対象経費

①障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒費

用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費

②障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事

業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所に

おいて必要な経費

新型コロナウイルス感染症の影響下においても、障害福祉サービス事業所等が必要なサービスを継続し

て提供できるよう補助を実施しています。

申請時期が近くなりましたら、メールにて各事業所にご案内いたします。



障害福祉課からのお知らせ

障害福祉サービス提供の臨時的取扱いについて
～代替的サービス～

18

想定されるサービス提供事例 報酬算定可否

⑴
利用者本人は新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）に感染していないが、外出によりコロナに感染することを恐れ、自宅待機をして
いる場合。 ○

⑵ 事業所でコロナ陽性者が発生したこと等で事業所が休業し、利用者本人が自宅待機している場合。 ○

⑶ 利用者本人ではなく同居家族がコロナ陽性者となり、利用者本人も濃厚接触者の判定を保健所から受け、自宅待機している場合。 ○

⑷
グループホーム等居住系サービスの利用者本人がコロナ陽性者となり、そのまま当該サービスの住居で療養し、感染症対策を行ったうえで
支援員等から通常時同様の支援を受けた場合。 ○

⑸ 利用者本人がコロナワクチン接種の副反応により自宅療養している場合。 ×

⑹ 利用者本人がコロナ陽性者となり自宅療養している場合。 ×

本市では令和２年度以降、国の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いを参考に、利用者

の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合にお

ける、通称「代替的サービス」の提供を認めています。

このことについて、事業所様から報酬算定可否に関するお問い合わせを多数いただいているため、

算定が認められるケースと認められないケースについて、以下のとおり一例をお示しいたします。その

他のケースについては個別に障害福祉課計画係までお問い合わせください。（０４７－４３６－２３０７）

※１：代替的サービスの提供時には、一部の加算を算定することができません。（例：食事提供体制加算、送迎加算等）
※２：代替的サービスの提供があった日は、グループホームの日中支援加算は算定できません。

事業所様間でご相談いただき、いずれか一方の報酬のみ算定してください。
※３：代替的サービスの提供時間帯に訪問系サービスの提供があった場合、併給はできません。訪問系サービスを利用中

の利用者様については、あらかじめ利用時間をご確認いただいたうえで代替的サービスを提供してください。



障害福祉課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金について

19

制度内容

【対象経費】食事提供に係る費用、燃料費（ガソリン代）

【対象期間】食事提供に係る費用 令和４年１０月～令和５年３月

燃料費（ガソリン代） 令和４年４月～令和５年３月

【計算方法】食事の提供に係る費用 令和３年度決算額×４．０％（※１）×１／２（半年分）

燃料費（ガソリン代） 令和３年度決算額×４．５％（※２）

※１：令和４年８月消費者物価指数÷令和３年度消費者物価指数平均値

※２：令和４年度見込みガソリン小売価格÷令和３年度ガソリン小売価格平均値

【提出書類】１．船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金交付申請書（第１号様式）

２．令和３年度の決算書（決算書から金額が読み取れない場合は、金額がわかるも

の（領収書等））

【提出方法】障害福祉課にご郵送ください

概要

コロナ禍における物価高騰対策として、食材料費や車の燃料費の高騰による影響を受けている市内障

害福祉サービス事業所等に食事提供に係る費用及び燃料費（ガソリン代）について補助金を交付いたし

ます。



障害福祉課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金について

20

制度内容

【提出期限】令和５年２月２８日（消印有効）

【その他】 ・障害児通所支援事業所については療育支援課への申請となります。

・食事提供を業務委託にて実施している事業所につきましては、物価高騰の影響により

委託料が増加していることが確認できる資料（変更契約書など）が必要です。

【市ＨＰ】 「トップ＞産業・事業者向け＞福祉・子育て支援事業者＞障害福祉サービス・障害児

通所支援・地域生活支援事業者等＞事業者向け補助制度＞船橋市障害福祉サービス事

業所等事業費補助金」

【問合せ先】〒２７３ー８５０１ 船橋市湊町２ー１０ー２５

船橋市健康福祉局 福祉サービス部 障害福祉課 野里常・杉森

ＴＥＬ ０４７－４３６－２３４４

ＥーＭail shogaifukushi@city.funabashi.lg.jp

ご不明な点は、可能な限り電子メールにてお問い合わせください

mailto:shogaifukushi@city.funabashi.lg.jp


障害福祉課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

船橋市障害者グループホーム
スプリンクラー整備費補助金について①

補助対象

平成２７年４月１日より新たに指定を受けた障害者グループホームのうち、物件の賃借

により開設され、スプリンクラーの整備を図るもの。

設立の経緯

消防法の改正により、平成２７年４月１日より新たに開設される障害者グループホー

ムについては、原則スプリンクラー設備の設置等が義務付けられました。

これに伴い、本市では、建築基準法並びに消防法の改正により整備が条件付けされた

市内障害者グループホームの拡充を促進するため、物件を賃借により新たに障害者グ

ループホームを整備する事業者に対して、スプリンクラー整備費の一部を補助する船橋

市障害者グループホームスプリンクラー整備費補助金を創設しました。

補助額の算定方法

次のア～ウのうち、最も低い額に補助率３／４を乗じた額（千円未満切り捨て）

（ア）スプリンクラー整備に必要な工事費又は工事請負費の実支出額の合計額

（イ）総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

（ウ）１８，０００円×延べ床面積

※消火ポンプユニットが必要な場合は、１施設あたり３，０００千円の加算。

21



障害福祉課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

船橋市障害者グループホーム
スプリンクラー整備費補助金について②
相談から補助金交付までの想定スケジュール
月 市 法人 備考

７ 事前相談 窓口での事前相談をご希望の方は担当
までご連絡ください。

８ 事前協議申請書提出

９ 内示通知 入札参加業者を市へ確認 入札参加業者や入札通知書の内容を事
前に市に確認すること。

１０ 入札立会い 入札、契約・着工 入札結果の届出書を提出すること

１１ 交付申請書提出

１２ 交付決定通知 工事の進捗確認

１ 竣工 工事の遅延等の問題が生じた場合は速
やかに市へ報告すること。

２ 実績報告書・請求書提出

３ 交付確定通知

５ 補助金交付

22



障害福祉課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 23



障害福祉課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 24



療育支援課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

契約事務の注意点(障害児通所支援事業所等）

25

利用者との契約処理

通所受給者証の事業者記入欄に、情報を記入していない事業所が時々見受けられます。

利用者と契約した場合には、事業者記入欄に必ず記入をしてください。

通所受給者証の確認

通所受給者証は、基本決定、支給量、負担上限月額、上限額管理事業所等の内容が

変更されている場合がありますので、必ず毎月確認してください。

※請求時に基本決定が誤っていると、国保連返戻となります。



療育支援課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

契約事務の注意点(障害児通所支援事業所等）

26

利用者負担上限額管理事務依頼（変更）届出書

・申請時に必要なもの：①通所受給者証、②届出書（HPからのダウンロードも可）

・提出締切：２か所以上の事業所を利用し始めた当月末まで

※届出書の書式が、療育支援課と障害福祉課では異なりますのでご注意ください。

障害福祉課療育支援課

療育支援課は保護者、児童氏名を記入
（障害福祉課は障害者等氏名のみを記入）

書式の誤りが多発しています。
必ず療育支援課の書式で提出してください。

療育支援課は上限管理の開始月を記入
する箇所があります



療育支援課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

請求事務の注意点(障害児通所支援事業所等）

27

上限額管理事務の日程の厳守

請求の上限額管理における事務について、期限を守らない事業所がいます。

期限を守らないことから請求事務に過剰な負担が発生している場合も見受けられます

ので、下記の期限を必ず守り、請求事務を行ってください。

C事業所

上限額管理事業所

A事業所

B事業所

利用者負担額一覧の送付

サービス提供月の
翌月3日まで

利用者負担上限額管理
結果票の送付

サービス提供月の
翌月6日まで

A事業所

B事業所

「実績時間」の入力

「実績時間」を一律にするのではなく、実際に利用した時間を入力してください。

日中一時支援などのサービスとの利用時間の重複のチェックをしています。



療育支援課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

請求事務の注意点(障害児通所支援事業所等）

28

国保連返戻になる誤った請求

問い合わせの多い国保連返戻になる誤った請求は以下のとおりです。

・個別サポート加算（Ⅰ）がついていない受給者に、加算をつけて請求

・医療的ケアがついている受給者の基本決定を、医療的ケアをつけずに請求

（※毎月必ず受給者証を確認してください）

・上限額管理結果票の事業所番号を誤って請求

※あくまで一例ですので、その他の点も注意して請求してください。

上限額管理結果票の再提出の区分

〇「新規」で提出する場合

→初回の請求で上限額管理結果票が国保連返戻になっており、再提出する場合

〇「修正」で提出する場合

→初回の請求で上限額管理結果票は国保連返戻になっていないが、

内容を修正するために再提出する場合（過誤の場合も含む）



療育支援課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

請求事務の注意点(障害児通所支援事業所等）

29

兄弟上限（複数障害児）の管理結果票の提出

請求方法：【事業者→国保連】請求明細、実績記録票を送付

※国保連へ上限額管理結果票は提出しない

【事業者→市】 上限額管理結果票（複数障害児用）を療育支援課へ提出

上限額管理結果票（複数障害児用）について

・提出方法：FAX

・提出締切：毎月15日まで

→審査期間に提出が間に合っていない場合、返戻にする可能性も検討しておりますので、

期限は必ず守るようにしてください。

過誤申立

・提出物：過誤申立書（HPからダウンロード） ※療育支援課と障害福祉課で書式が違います

・提出方法：メール、FAX、郵送

・提出締切：毎月末（土・日・祝・12月29日-31日を除く月の最終日）

・再請求の方法：過誤申立書を提出した翌月に再請求をしてください

（例）11月末の締切に合わせて過誤申立書を提出→12月の請求期間に再請求

・留意事項：（令和3年4月～）押印不要になりました



療育支援課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

船橋市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金

30

申請時期

第1回：令和4年9月16日まで（終了） 第2回：令和5年1月または2月ごろ

対象経費

①障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒費

用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費

②障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事

業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所に

おいて必要な経費

新型コロナウイルス感染症の影響下においても、障害福祉サービス事業所等（障害児通所支援、障害児

相談支援含む）が必要なサービスを継続して提供できるよう補助を実施しています。

申請時期が近くなりましたら、メールにて各事業所にご案内いたします。



療育支援課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金について

31

制度内容

【対象経費】燃料費（ガソリン代）

【対象期間】令和４年４月～令和５年３月

【計算方法】令和３年度決算額×４．５％（※）

※令和４年度見込みガソリン小売価格÷令和３年度ガソリン小売価格平均値

【提出書類】１．船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金交付申請書（第１号様式）

２．令和３年度の決算書（決算書から金額が読み取れない場合は、金額がわかるも

の（領収書等））

【提出方法】療育支援課にご郵送ください

概要

コロナ禍における物価高騰対策として、車の燃料費の高騰による影響を受けている市内障害児通所支

援事業所、障害児相談支援事業所に燃料費（ガソリン代）について補助金を交付いたします。



療育支援課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金について

32

制度内容

【提出期限】令和５年２月２８日（消印有効）

【その他】 計画相談支援を併せて行っている障害児相談支援事業所は、まとめて計画相談支援の

費用として障害福祉課へ申請を行ってください。

※ 令和４年９月末日までに開所している事業所が対象です。

【市ＨＰ】 「トップ＞産業・事業者向け＞福祉・子育て支援事業者＞障害福祉サービス・障害児

通所支援・地域生活支援事業者等＞事業者向け補助制度＞船橋市障害福祉サービス事

業所等事業費補助金」

【問合せ先】〒２７３ー８５０１ 船橋市湊町２ー１０ー２５

船橋市健康福祉局 子育て支援部 療育支援課 内山

ＴＥＬ ０４７－４３６－２１２１

ＥーＭail ryoiku@city.funabashi.lg.jp

ご不明な点は、可能な限り電子メールにてお問い合わせください

mailto:ryoiku@city.funabashi.lg.jp


危機管理課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

避難行動要支援者の避難行動に関する制度的な流れについて

33

避難行動要支援者名簿規定の創設

平成２５年度の災害対策基本法の改正により、「避難行動要支援者名簿」の作成や避難

支援等関係者への情報提供等の規定が設けられました。船橋市でも平成２８年度に名簿が

作成され、その中で情報提供に同意した方のみを支援者関係者等に共有しています。また、

市で行われる総合防災訓練においても、「避難行動要支援者名簿」を使用した訓練を行っ

ています。

平成２５年度災害対策基本法改正の概要

平成７年に起きた阪神淡路大震災や平成１６年の風水害を契機に、災害時に助けが必

要な「災害時要援護者」の避難支援についてガイドライン等が制定され整備が進められ

てきました。その後、平成２３年に東日本大震災が発生したことにより、平成２５年度

に災害対策基本法の改正が行われ、これまで使われてきた「災害時要援護者」という名

称から「避難行動要支援者」に変わっていきました。

[避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の概要]
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h25/pdf/hinansie
n-gaiyou.pdf

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h25/pdf/hinansien-gaiyou.pdf


危機管理課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

避難行動要支援者の避難行動に関する制度的な流れについて

34

個別避難計画の策定について

「個別避難計画」とは高齢者や障害を持った方の災害時の避難支援等を実効性のあるも

のにするために作成するものとなります。船橋市でも今後、日頃より支援を行っていただ

いている福祉専門職の方の意見も取り入れながら作成を行う予定です。

令和３年度災害対策基本法の改正の概要

令和元年度に起きた台風１９号等では高齢者や障害を持った方の犠牲が多かったこと

を踏まえ、令和３年５月に災害対策基本法の改正が行われました。改正では避難行動要

支援者ごとに「個別避難計画」の作成を行うことを市町村の努力義務とし、福祉避難所

への直接避難の促進が明示化されました。

[令和４年度個別避難計画作成モデル事業（概要）]
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/r4modeljigyo.pdf

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/r4modeljigyo.pdf


危機管理課からのお知らせ

３ 各種お知らせ等

[避難行動要支援者の避難行動支援に関する制度的な流れ]
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/yoshiensha.html 35

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/yoshiensha.html


船橋労働基準監督署からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 36



船橋労働基準監督署からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 37



船橋労働基準監督署からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 38



船橋労働基準監督署からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 39



船橋労働基準監督署からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 40



船橋労働基準監督署からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 41



船橋労働基準監督署からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 42



船橋労働基準監督署からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 43



船橋労働基準監督署からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 44



船橋労働基準監督署からのお知らせ

３ 各種お知らせ等 45



その他お知らせ

その他関連部署からのお知らせ

船橋市保健所地域保健課 「ゲートキーパーについて知ろう！」

船橋市廃棄物指導課 「事業系ごみの正しい処理方法について 他」

公益財団法人介護労働安定センター千葉支部 「事業のご案内」

新型コロナウイルス

感染症対策保健所本部 社会対応班 「研修会資料（令和4年11月開催）」

船橋市集団指導のホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。

３ 各種お知らせ等 46

その他関連部署からのお知らせ



全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

令和４年度 船橋市指導監査課 介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導

47

令和４年度障害福祉サービス事業者等集団指導 共通編

１ 令和４年度集団指導について

２ サービス共通資料

・非常災害対策（P6） ・感染症予防等（P8）

・サービス提供中の交通マナー等（P10） ・事故発生時の対応（P11）

・申請届出等（P12）

３ 各種お知らせ等

・障害福祉課からのお知らせ（P17） ・療育支援課からのお知らせ（P25）

・危機管理課からのお知らせ（P33） ・船橋労働基準監督署からのお知らせ（P36）

・その他関連部署からのお知らせ（P46）

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

・サービス共通（P48）

・訪問系（P68）※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

・相談系（P77）※地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

・通所・入所系（P88）※生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行・継続・定着支援、自立生活援助、施設入所支援

・グループホーム等（P100）※共同生活援助、宿泊型自立訓練、短期入所（共同生活援助及び宿泊型自立訓練併設）

・児童系（P107）※児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援



全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

非常災害対策計画の作成及び周知

事業者は非常災害に関する具体的計画を立て、それらを定期的に従業者並びに利用者及び

その家族等に周知する必要があります（運営規程もご確認ください）。

※周知の範囲については、船橋市の独自基準として「従業者並びに利用者及びその家族等ま

で」と定めていますが、特に家族等が不足している場合が多く確認されます。

利用者の家族等に対する周知に関しては、通常のサービスが提供されている時間帯に非常

災害等が発生し、家族等と離れた状態であっても計画の内容が確認できるような方法により

周知されていることが望ましいです。

例）計画を紙で交付する・事業所のホームページに掲載する等

非常災害対策①（非常災害対策計画）

非常災害対策計画の周知の範囲について（よくある指摘事項）

実地指導で確認された事例

・非常災害対策計画の周知の範囲が不足している。

48



全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

非常災害対策計画の内容①

非常災害対策計画は、下記①から⑨までの項目が盛り込まれていなければなりません。

事業所の計画について、再度内容の確認をお願いします。

※内容については、各事業所の実状に合わせて作成してください。

非常災害対策②（非常災害対策計画）

①施設の立地条件
例）市のハザードマップ等で事業所がある周辺を添付する
例）「船橋市〇〇町に位置し、津波や土砂災害時等の恐れは極めて低い」

②災害に関する情報の入手方法
例）ふなばし災害情報メール等

③災害時の連絡先及び通信手段の確認
例）災害時に連絡先として繋がる事業所の携帯電話や災害伝言サービス等

非常災害対策計画の内容について（よくある指摘事項）

実地指導で確認された事例

・非常災害対策計画の内容が不足している。
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

非常災害対策計画の内容②

非常災害対策③（非常災害対策計画）

④避難を開始する時期、判断基準
例）警戒レベル３発令時、地震であれば震度〇以上から避難を開始する等

⑤避難場所
例）市が指定する避難所、事業所内の安全なスペース（場所を明記）

⑥避難経路
例）事業所から避難場所までのルート（事業所からの距離・所要時間を記載）

※災害時に不通となることも踏まえ、複数ルートを設定すること

⑦避難方法
例）利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等）
※避難方法に応じて複数グループを設定し、避難方法を定めておくことが望ましい

⑧災害時の人員体制、指揮系統
例）災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数等

⑨関係機関との連携体制
例）船橋市指導監査課（047-436-2425）、船橋市消防局等

50



全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

避難訓練の実施

消防法施行規則第３条第１０項により、障害福祉サービス事業所等においては、消火訓練

及び避難訓練を年２回以上実施する必要があります。訓練の実施に当たっては、地域住民の

参加が得られるよう連携に努めなければなりません。（地域住民の参加を促す、事業所のあ

る商店街やビルの避難訓練に参加する、避難先の施設と連携する等）

※小規模な施設等で、消防法令上訓練実施が必要とされていない場合であっても、安全

確保の観点から年２回の避難訓練の実施をお願いしております。

※夜間の支援が必要となる事業所については、夜間訓練又は夜間を想定した訓練も実施する

ように努めてください。

※避難訓練を実施した結果、当初の避難場所・避難経路が適切でない場合は、随時、非常災

害計画の内容を変更してください。

非常災害対策④（避難訓練）

避難訓練の実施について（よくある指摘事項）

実地指導で確認された事例

・避難訓練の実施回数が不足している。
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

虐待の防止①

概要

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発

を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなりません。（令和４年３月３１日ま

でで努力義務期間は終了しています。）

事業所が対応すべき事項について

①虐待防止委員会の開催

※委員会は少なくとも１年に１回は開催することが望ましいが、身体拘束適正化検討

委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない

②虐待防止のための指針の作成（努力義務）

③従業者に対し、虐待防止のための研修の定期的な実施

④適切に実施するための担当者の配置

①～③の詳細については、次ページ以降をご確認ください。
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

虐待の防止②（虐待防止委員会の開催）

委員会の役割とは

・虐待防止のための計画づくり

・虐待防止のチェックとモニタリング

・虐待発生後の検証と再発防止策の検討

具体的な対応

ア 虐待（不適切な対応事例も含む。）が発生した場合、当該事案について報告するための

様式の整備

イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、

虐待について報告

ウ 委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析

エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、発生原因、結果等を

とりまとめ、当該事例の再発防止策を検討

オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い

作成された内容を集計、報告し分析

カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底

キ 再発防止策を講じた後に、その結果について検証
53



全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

虐待の防止③（指針の作成、従業者研修）

指針に盛り込む必要がある項目

ア 虐待防止に関する基本的な考え方

イ 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項

ウ 虐待防止ための職員研修に関する基本方針

エ 事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

オ 虐待発生時の対応に関する基本方針

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

従業者研修

事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修を実施（年１回以上）す

るとともに、新規採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要です。研修の実施内

容については記録することが必要となります。
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

虐待の防止④

実地指導でよくある指摘事項

運営規程の記載について、下記のような指摘事例が確認されます。

①虐待防止委員会の設置について、記載がない

②虐待防止に関する措置が、努力義務となっている

55

概要

①虐待防止委員会は、少なくとも１年に１回以上開催し、議事録等で記録に残す必要があり

ます。また、虐待防止委員会の設置については、運営規程に定めておく必要があります。

②利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、

各措置を講じなければなりませんが、令和４年３月３１日までで努力義務期間は終了してい

ます。運営規程の記載が努力義務のままとなっている場合は、変更をお願いします。

（例）「～措置を講ずるよう努めるものとする」⇒「～措置を講ずる」に変更。



全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

ハラスメント対策の強化①

ハラスメント対策の未整備（実地指導にて確認された事例）

・指針を作成していない。就業規則に明記されていない。

・一部ハラスメント（特にカスタマーハラスメント）の対策が抜けていた

・書類上のハラスメント対策は指定申請時等に整備したが、実態として機能して

いなかった

事業主が講ずべき措置の具体的内容について

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

②相談（苦情を含む。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口を

あらかじめ定め、労働者に周知すること。

他法令上も体制整備が義務となっております。
例）・男女雇用機会均等法（第１１条）

・労働施策総合推進法（第３０条の２）
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

ハラスメント対策の強化②

事業主が講じることが望ましい取組について

①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備（カスタマーハラスメントも含

む。）

②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で

対応させない等）

③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取

組）

参考

・事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ

いての指針（平成１８年厚生労働省告示第６１５号）

・事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上

講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号）

・「障害福祉の現場におけるハラスメント対策マニュアル」厚生労働省HP

（https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000937619.pdf）
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

「常勤」についての考え方①

育児休業に準ずる休業を取得中の常勤要件について（よくある質問）

人員基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や

育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算

することで、人員基準を満たすことができます。

例：常勤要件のあるサービス管理責任者等が育児休業を取得する場合

サービス管理責任者等の資格要件を有する複数の非常勤職員で常勤換算して1以上となれば、

人員基準を満たすことになります。
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

両立支援への配慮等

１ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用

する場合に加えて、介護の短時間勤務制度を利用する場合にも、週３０時間以上の勤務で

「常勤」として扱うことを認める。

２ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度を

利用する場合、週３０時間以上の勤務で常勤換算での計算上１（常勤）として扱うことを

認める。

３ 人員基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や

育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算

することで、人員基準を満たすことを認める。

４ ３の場合において、常勤職員の割合を要件とする福祉専門職員配置等加算について、

産前産後休暇や育児・介護休業等を取得した当該職員についても、常勤職員の割合に

含めることを認める。

「常勤」についての考え方②
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

処遇改善加算等①

全サービス共通（加算対象サービスのみ）

新加算「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の追加

令和４年１０月より、令和４年度障害福祉サービス等報酬改定が行われ、福祉・介護職

員の収入を３％程度（月額９，０００円相当）引き上げるための措置を講じるため、「福

祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。詳細は船橋市ホームページ

に掲載されている厚生労働省からの通知をご確認ください

要件

①
賃金改善の合計額の３分の２以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引
上げに充てること。

② 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定していること。

【通知：厚生労働省「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ
いて」】
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

処遇改善加算等②

全サービス共通（加算対象サービスのみ）

特別な事情に係る届出書の提出忘れ（過去の指摘事項）

前年度における処遇改善実績報告書を提出する際に、前年度途中より職員の賃金水準

を引き下げた上で賃金改善を行った旨の「特別な事情に係る届出書」が提出された。

本来は職員の賃金水準を引き下げることが決
定した時点でご提出いただく必要があるため、
処遇改善加算等の算定要件を満たさなくなる

可能性がある。

他市にも忘れずにご提出ください

職員の賃金水準を引き下げることが決定した際には、各指定権者へ「特別な

事情に係る届出書」を必ず提出すること。

【通知：厚生労働省「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ
いて」】
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

処遇改善加算等③

全サービス共通（加算対象サービスのみ）

賃金改善方法の周知について（よくある指摘事項）

・賃金改善の方法について、周知をおこなっていない。

・周知の範囲が常勤職員のみ。

賃金改善をおこなう方法については、計画書や情報公表制度を用いて、職員に周知す

るとともに、就業規則の内容についても周知してください。

処遇改善加算を取得する場合は、賃金改善をおこな
う方法まで周知が必要です。そのため、計画書自体

を周知していただくようお願いします。

【通知：厚生労働省「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関す
る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」】
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）の要件①

サービス管理責任者の研修要件について
※児童発達支援管理責任者については、「サービス管理責任者」を「児童発達支援管理責任者」と
読み替えてください。

サービス管理責任者の要件については、平成３１年４月からの研修体系等の改正に伴

い、サービス管理責任者基礎研修の受講時期によって取り扱いが異なります。

令和４年度以降の基礎研修受講者については、基礎研修受講後すぐにサービス管理責

任者として配置することはできませんので、ご注意ください。

平成３０年度までの研修（旧体系）受講者について

平成３０年度までに研修（旧体系）を受講している方は、令和６年３月３１日までは、更

新研修受講前でもサービス管理責任者として従事できます。

⇒令和６年４月以降もサービス管理責任者として従事するためには、令和５年度末までに

「更新研修」を受講することが必要です。
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）の要件②

令和元～３年度までの研修受講者について②
（研修受講時点でサービス管理責任者の実務経験を満たしていない方）

令和元～３年度までに基礎研修を受講したが、基礎研修受講時点で所要実務経験を満たし

ていない方は、基礎研修修了後、所要実務を満たした時点で、サービス管理責任者として従

事できます。

⇒基礎研修を受講していても、所要実務経験を満たすまではサービス管理責任者として従事

できません。

令和元～３年度までの研修受講者について①
（研修受講時点でサービス管理責任者の実務経験を満たしている方）

令和元～３年度までに基礎研修を受講し、かつ、基礎研修受講時に所要実務経験を満たし

ている方は、基礎研修終了後３年間はサービス管理責任者として従事できます。

⇒以降もサービス管理責任者として従事するためには、基礎研修終了後から３年の間に「実

践研修」を受講することが必要です。

例）令和２年１月３０日に基礎研修を受講した方は、令和５年１月２９日までに実践研修を

受けなければなりません。
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）の要件③

令和４年度以降の基礎研修受講者について

令和４年４月１日以降に基礎研修を受講した方は、基礎研修受講時に所要実務経験を満

たしているか否かを問わず、基礎研修修了後２年以上の実務を行い、「実践研修」を受講

することで、サービス管理責任者として従事できます。

⇒基礎研修受講時点もしくは基礎研修受講後に実務経験を満たした場合でも、実践研修を

受講するまではサービス管理責任者として従事できません。

基礎研修受講後から実践研修を受講するまでの実務経験等について

令和４年度以降の基礎研修受講者は、実践研修を受講するまではサービス管理責任者とし

て従事できません。但し、当該事業所で既にサービス管理責任者が１名配置されている場合

は、２人目のサービス管理責任者としては配置可能となります。

⇒２人目のサービス管理責任者として、個別支援計画の原案作成までの業務を行うことが可

能となります。（※サービス管理責任者の全ての業務を行うことはできません。）

また、基礎研修受講後に必要となる２年間の実務経験は、障害福祉分野等での実務経験が

必要ですが、サービス管理責任者の業務でなくても問題ありません。
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全サービス共通

４ 実地指導でよくある指摘事項・質問

サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）の欠如

サービス管理責任者の欠如
※児童発達支援管理責任者については、「サービス管理責任者」を「児童発達支援管理責任者」と
読み替えてください。

近年、サービス管理責任者が配置要件を満たせず、欠如となる事例が散見されており

ます。

サービス管理責任者が配置要件を満たさない場合、欠如減算が適用されることがあり

ますので、欠如が発生する場合には、必ず指導監査課へご一報ください。
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訪問系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

令和４年度 船橋市指導監査課 介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導

令和４年度障害福祉サービス事業者等集団指導 共通編
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１ 令和４年度集団指導について

２ サービス共通資料

・非常災害対策（P6） ・感染症予防等（P8）

・サービス提供中の交通マナー等（P10） ・事故発生時の対応（P11）

・申請届出等（P12）

３ 各種お知らせ等

・障害福祉課からのお知らせ（P17） ・療育支援課からのお知らせ（P25）

・危機管理課からのお知らせ（P33） ・船橋労働基準監督署からのお知らせ（P36）

・その他関連部署からのお知らせ（P46）

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

・サービス共通（P48）

・訪問系（P68）※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

・相談系（P77）※地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

・通所・入所系（P88）※生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行・継続・定着支援、自立生活援助、施設入所支援

・グループホーム等（P100）※共同生活援助、宿泊型自立訓練、短期入所（共同生活援助及び宿泊型自立訓練併設）

・児童系（P107）※児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援



訪問系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

個別支援計画①

個別支援計画とサービス内容が一致していない（よくある指摘事項）

実地指導で確認された事例

・個別支援計画に位置付けられていないサービスを実施している

・サービス提供している院内介助について、個別支援計画に位置付けられていない

・個別支援計画を変更していない

個別支援計画の作成について

個別支援計画に位置付けられていないサービスの提供をおこなった場合、報酬算定がで

きない可能性があります。

サービスの追加や変更があった際は、必ず個別支援計画の見直しをしてください。
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訪問系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

個別支援計画②

計画作成の流れ

個別支援計画の作成等については、下記のような流れで実施する必要があります。

①アセスメントの実施

↓

②個別支援計画の原案の作成

↓

③利用者及びその家族への説明及び交付

↓

④個別支援計画の実施状況の把握及び計画の見直し（モニタリング）

※個別支援計画はサービス等利用計画を踏まえて作成してください。サービス等利用計

画が事業所で管理されていない場合、相談支援専門員にサービス等利用計画を交付する

よう求め、一体的に管理することが望ましいです。
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訪問系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

特定事業所加算①

特定事業所加算の取得要件について

特定事業所加算の取得要件については、全録編（訪問系）をご確認ください。

ここでは、取得要件のうち実地指導でよくある指摘事項を記載しますので、ご確認をお

願いします。

会議の開催について（よくある指摘事項）

取得要件：利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又

は当該事業所における従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること

実地指導で確認された事例

・すべての従業者が会議に参加していない、サービス提供責任者が主宰していない

⇒当該会議はサービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含め、サービス提供に当

たるすべての従業者が参加するものでなければなりません。やむを得ず会議に出席で

きなかった従業者に対しては、資料を配布するとともに、会議の内容を説明する必要

があります。概ね１月に１回以上実施し、会議の開催状況については、その概要を適

切に記録する必要があります。
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訪問系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

特定事業所加算②（居宅介護・行動援護・同行援護）

留意事項の伝達について①－1（よくある指摘事項）

取得要件：サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当

する従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を

文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担

当する従業者から適宜報告を受けること。

実地指導で確認された事例（1）

・サービス提供責任者が指示伝達をおこなっていない

⇒当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項は、サービス提供責

任者から担当従業者へ伝達する必要があります。

なお、サービス提供責任者が事業所に不在時の指示及び報告については、事前に一

括で指示をおこない、適宜事後に報告を受けるものでも差支えありません。この場合

の留意点は全録編（訪問系）をご確認ください。
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訪問系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

特定事業所加算③（居宅介護・行動援護・同行援護）

留意事項の伝達について①－2（よくある指摘事項）

取得要件：サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当

する従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を

文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担

当する従業者から適宜報告を受けること。

実地指導で確認された事例（2）

・サービス提供後、担当従業者からサービス提供責任者への報告（記録）がない

⇒前回のサービス提供時の状況については、利用者の状況変化が生じた時だけでなく、

サービス提供に入る前に毎回伝達が必要です。また、その報告内容については、サー

ビス提供責任者が文書にて記録を保存しなければなりません。
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訪問系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

特定事業所加算④（居宅介護・行動援護・同行援護）

留意事項の伝達について①－3（よくある指摘事項）

取得要件：サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当

する従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を

文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担

当する従業者から適宜報告を受けること。

実地指導で確認された事例（3）

・サービス提供前の情報伝達、サービス提供後の報告について、必要事項の情報伝達

がされていない。

⇒少なくとも、次に掲げる事項についてその変化の動向を含め、具体的に記録してく

ださい。

・利用者のADLや意欲

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望

・家族を含む環境

・前回のサービス提供時の状況

・その他サービス提供に当たって必要な事項
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訪問系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

特定事業所加算⑤（重度訪問介護）

サービス提供の時間帯について（よくある指摘事項）

取得要件：重度訪問介護のサービス提供に当たり、常時、従業者の派遣が可能になっ

ており、現に深夜帯も含めてサービス提供をおこなっていること

実地指導で確認された事例

・深夜帯にサービス提供を行っていない

⇒前月の実績において、夜間、深夜、早朝の時間帯についてもサービスが提供されて

いることが要件になります。

また、運営規程において規定する営業日及び営業時間において、土日、祝日、年末

年始を含めた年間を通して、時間帯を問わずに従業者の派遣が可能となっている必要

があります。
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おわりに

資料等確認報告

・以上にて、訪問系サービスの資料掲載は終了となります。

・市ホームページより、各サービスの全録編を確認していただき、すべての確認が終了

しましたら、オンライン申請にて資料等確認の報告をお願いいたします。

・本報告を以って令和４年度集団指導への出席と致しますので、報告漏れのないよう

お願いいたします。
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相談系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

令和４年度 船橋市指導監査課 介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導

令和４年度障害福祉サービス事業者等集団指導 共通編
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１ 令和４年度集団指導について

２ サービス共通資料

・非常災害対策（P6） ・感染症予防等（P8）

・サービス提供中の交通マナー等（P10） ・事故発生時の対応（P11）

・申請届出等（P12）

３ 各種お知らせ等

・障害福祉課からのお知らせ（P17） ・療育支援課からのお知らせ（P25）

・危機管理課からのお知らせ（P33） ・船橋労働基準監督署からのお知らせ（P36）

・その他関連部署からのお知らせ（P46）

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

・サービス共通（P48）

・訪問系（P68）※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

・相談系（P77）※地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

・通所・入所系（P88）※生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行・継続・定着支援、自立生活援助、施設入所支援

・グループホーム等（P100）※共同生活援助、宿泊型自立訓練、短期入所（共同生活援助及び宿泊型自立訓練併設）

・児童系（P107）※児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援



相談系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

具体的取扱方針① （計画相談支援・障害児相談支援）

支援の流れ

支援は下記のような流れで実施する必要があります。

【サービス利用支援】

①アセスメントの実施

↓

②サービス等利用計画案の作成

↓

③サービス担当者会議

↓

④サービス等利用計画の作成

【継続利用支援】

⑤モニタリング

77



相談系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

具体的取扱方針②（計画相談支援・障害児相談支援）

サービス等利用計画について（よくある指摘事項）

実地指導で確認された事例

・サービス等利用計画案を作成後、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計

画を作成していない

・サービス等利用計画案をそのまま交付している

・サービス等利用計画案とサービス等利用計画を同時に作成している

サービス等利用計画作成の流れ

サービス等利用計画案作成後は、サービス担当者会議の開催等により担当者から専門的な

見地からの意見を求めます。次に、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の

内容を、利用者又はその家族に説明し、文書により利用者等の同意を得なければなりません。

サービス等利用計画案から内容に変更がなく、事前に利用者等に同意を得ている場合のみ、

計画の再交付は省略可能です。その場合、計画案に「計画については、変更がなければ案の

内容のままとなる」旨の内容を加えて、利用者に署名をもらう等、了承を得ていたことがわ

かるように記録に残してください。
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相談系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

具体的取扱方針③（計画相談支援・障害児相談支援）

①アセスメントの実施

・サービス等利用計画の作成に当たり、相談支援専門員は適切な方法により、利用者に

ついて、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通

じて、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、支

援する上で解決すべき課題等の把握（アセスメント）を行わなければなりません。

・アセスメントに当たっては、必ず利用者の居宅、障害者支援施設等、精神科病院を訪

問し、利用者及びその家族に面接しなければなりません。

※計画相談支援事業所内や通所事業所内等で面接を行うことは認められません。

・アセスメントの内容については適切に記録し、５年間保存しなければなりません。

※あらかじめ事業所にてアセスメントの様式を作成し、確認する内容を統一しておくこ

とが望ましいです。
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相談系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

具体的取扱方針④（計画相談支援・障害児相談支援）

②サービス等利用計画案の作成

相談支援専門員は、アセスメントの内容を勘案し、以下の事項を記入したサービス等

利用計画案を作成してください。

・利用者及びその家族の生活に対する意向 ・福祉サービス等の種類、内容、量

・総合的な援助の方針

・福祉サービス等を提供する上での留意事項

・生活全般の解決すべき課題 ・モニタリング期間

・提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期

作成したサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、

利用者等の同意を得たうえで、支給決定を受ける市町村に提出してください。

※この提出が遅滞すると、サービス提供に影響を及ぼす可能性があるため、速やかに提

出いただくようお願いします。
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相談系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

具体的取扱方針⑤（計画相談支援・障害児相談支援）

③サービス担当者会議

相談支援専門員は、サービス等利用計画案の作成後、支給決定等を踏まえてサービス

等利用計画案の変更を行い、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を行う必要

があります。

また、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案の内容につい

て説明を行うとともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければなりませ

ん。

※会議の内容については、必ず記録を残してください。

※会議の形を取らずＦＡＸ等で意見交換等をした場合にも、その記録を残すようにして

ください。
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相談系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

具体的取扱方針⑥（計画相談支援・障害児相談支援）

④-1 サービス等利用計画の作成

サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はそ

の家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得なければなりません。

また、計画案の内容が確定したらサービス等利用計画を作成し、当該サービス等利用

計画を利用者等及び担当者に交付しなければなりません。

※通所施設等で作成する個別支援計画は、相談支援のサービス等利用計画の内容を反映

して作成されます。サービス等利用計画の作成・変更を行った際には、関係事業所等の

担当者に速やかに計画を交付してください。
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相談系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

具体的取扱方針⑦（計画相談支援・障害児相談支援）

④-2 サービス等利用計画の作成

※サービス等利用計画案から内容に変更が無い場合でも、内容が確定したサービス等利

用計画の作成が必要です。

最終的に内容が確定したサービス等利用計画についても、原則として利用者又はその

家族に説明し、文書により同意を得なければなりません。

但し、利用者等に同意を得ているサービス等利用計画案から内容に変更が無い場合に

関しては、事前に利用者等に了承を得たうえで、計画の再交付を省略していただいても

構いません。

その場合は、「計画案から変更がない場合は、再交付は行わない」旨、了承を得てい

たことがわかるよう記録を残してください。

（記録の例）別紙で同意をもらう、計画案に一文を追記し、同意をもらう等
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相談系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

具体的取扱方針⑧（計画相談支援・障害児相談支援）

⑤モニタリング

相談支援専門員は、厚生労働省で定める期間（モニタリング期間）ごとに、当該利用

者に係るサービス等利用計画が適切であるかどうか、検証する必要があります。

利用者の居宅等で面接を行い、障害福祉サービスの利用状況等を把握したうえで、そ

の結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の

事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行ってください。

また必要に応じて、以下のような対応を行ってください。

・サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整等を行う。

・新たな支給決定等が必要と認められる場合は、当該利用者等に対し、当該申請の勧奨

を行う。
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相談系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

掲示①

運営規程の概要等の掲示について（よくある指摘事項）

実地指導で確認された事例

・相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数及び勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項の掲示がない

掲示が必要なもの

運営規程のみでなく、重要事項や相談支援専門員の有する資格等についても、掲示が必

要となります。事業所の見やすい場所に、以下の内容を掲示してください。

・運営規程の概要 ・相談支援の実施状況

・従業者の有する資格 ・経験年数及び勤務の体制

・その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

・体制整備加算を算定する場合には、各加算を算定するための要件となる研修を修了した

相談支援専門員を配置している旨（計画相談支援、障害児相談支援）

※冊子等による掲示でも構いませんが、利用者が確認できない書庫や棚に入れられたまま

の状態では、掲示しているとは言えません。
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おわりに

資料等確認報告

・以上にて、相談系サービスの資料掲載は終了となります。

・市ホームページより、各サービスの全録編を確認していただき、すべての確認が終了

しましたら、オンライン申請にて資料等確認の報告をお願いいたします。

・本報告を以って令和４年度集団指導への出席と致しますので、報告漏れのないよう

お願いいたします。
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４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

令和４年度 船橋市指導監査課 介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導

令和４年度障害福祉サービス事業者等集団指導 共通編

87

１ 令和４年度集団指導について

２ サービス共通資料

・非常災害対策（P6） ・感染症予防等（P8）

・サービス提供中の交通マナー等（P10） ・事故発生時の対応（P11）

・申請届出等（P12）

３ 各種お知らせ等

・障害福祉課からのお知らせ（P17） ・療育支援課からのお知らせ（P25）

・危機管理課からのお知らせ（P33） ・船橋労働基準監督署からのお知らせ（P36）

・その他関連部署からのお知らせ（P46）

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

・サービス共通（P48）

・訪問系（P68）※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

・相談系（P77）※地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

・通所・入所系（P88）※生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行・継続・定着支援、自立生活援助、施設入所支援

・グループホーム等（P100）※共同生活援助、宿泊型自立訓練、短期入所（共同生活援助及び宿泊型自立訓練併設）

・児童系（P107）※児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援



４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

欠席時対応加算①

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

記録が不足している・相談援助の記録がない（よくある指摘事項）

実地指導で確認された事例

・欠席連絡を受けた際の記録（受付日、対応した職員名等）がない

⇒加算が算定できるのは、利用者が急病等によりその利用を中止した日の前々日、前

日又は当日（２営業日前まで）に中止の連絡があった場合のみです。連絡があった

日付等は必ず記録を残してください。

・相談援助の記録がない

⇒当該利用者の状況、次回の利用に向けた相談援助の内容を記録する必要があります。

単に欠席という記録だけでは、算定要件としては不十分です。

※相談援助等の内容を記録することも、算定要件の一つです。記録がない場合は加算

の返還を求めることがありますので、次ページの記載例を参考に、適切に記録を残

してください。
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４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

欠席時対応加算②（記載例）

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

利用者氏名：〇〇 〇〇

欠席日 〇月〇日 対応者 〇〇

欠席連絡があった日 〇月〇日

連絡調整の方法 口頭 ・ 電話 ・ その他（ ）

連絡調整を行った相手 本人 ・ 本人の家族 ・ その他（ ）

次回利用予定日 〇月〇日

利用者の状況 （例）体調不良（発熱〇〇度）により欠席

相談支援の内容
（例）本日病院通院予定とのこと。診断結果等を明日再度
ご連絡いただくようお願いした。次回利用日については、明
日改めてご相談する。
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４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

就労事業会計

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

関係通知

・『「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正について』（平

成25年1月15日付け社援発0115第1号）の別紙「就労支援の事業の会計処理の基準」

・『「就労支援事業の会計処理の基準」に関するＱ＆Ａについて』（平成19年5月30日付

け厚生労働省事務連絡）

よくある指摘事項

実地指導で確認された事例

・福祉事業会計と就労支援事業会計が適切に区分されていない。

・生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相

当する額が、工賃として支払われていない。（就労継続支援Ｂ型）

⇒詳細の取扱いについては、下記通知をご確認ください。
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４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

事業所以外の場所で行われる支援（施設外就労等）

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

事業所以外の場所で行われる支援

①施設外支援（企業内等で行われる企業実習等への支援）

②施設外就労（企業等から請け負った作業を当該企業等で行う支援）

③在宅において利用する場合の支援

⇒それぞれに算定要件があります。要件を満たさない場合は報酬の算定はできません。

関係通知

「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」

（平成１９年４月２日障障発第０４０２００１号 ＊令和３年３月３０日改正）

⇒算定に当たっては、本通知を必ずご確認ください。

※船橋市における在宅でのサービス利用については、「令和３年度制度改正に伴う就労

継続支援事業所、就労移行支援事業所における在宅でのサービス利用について」（令和

３年３月２２日付船障第８７６７号）も併せてご確認ください。
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４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

施設外就労と施設外支援①（定義等）

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

施設外就労 施設外支援

企業から請け負った作業を当該企業内
で行う支援

職場実習や求職活動、委託訓練等、事
業所以外の場所での訓練

＜共通要件＞
・施設外就労（施設外支援）の提供が運営規程に位置付けられている。
・施設外就労（施設外支援）の内容が事前に個別支援計画に位置付けられている。
・施設外就労（施設外支援）により、就労能力や工賃（賃金）の向上及び一般就
労への移行に資すると認められる。
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４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

施設外就労と施設外支援②（職員の要否等）

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

施設外就労 施設外支援

・職員の要否：要
・【施設外就労先】施設外就労を行う日
の利用者数に対して、報酬算定上必要と
される人数の職員を配置。
・【事業所内】施設外就労を行う者を除
いた前年度の平均利用者数に対して、報
酬算定上必要とされる人数の職員を配置。
但し、サービス管理責任者は施設外就労
を行う者を含めた前年度の平均利用者数
に対して配置する。

※毎月の報酬請求時には、指導監査課へ
「施設外就労実施報告書」の提出が必要。
（詳細は全録編を参照）

・職員の要否：不要
※就労移行支援事業所で、移行準備支援
体制加算（Ⅰ）を算定する場合は要

・利用者又は実習受入事業者等から施設
外支援の提供期間中の利用者の状況を聞
き取ることにより、日報が作成されてい
る。

＜共通要件＞
・緊急時の対応ができる。
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４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

施設外就労と施設外支援③（利用人数、日数）

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

施設外就労 施設外支援

【利用人数】
・利用定員を超えないこと。
※施設外就労利用者と同数の者を、主た
る事業所の利用者として、新たに受け入
れることが可能。
※報酬単価については、主たる事業所の
利用定員に基づく報酬単価を適用。

（例）定員２０名の事業所で、事業所内
利用者が８名、施設外利用者が１２名い
た場合、さらに１２名を事業所内で受け
入れることが可能。

【利用人数】
・利用定員を超えないこと。
※施設外支援利用者も事業所の利用者数
に含めるため。

【日数】
・制限なし

【日数】
・１人あたり年間１８０日を限度
※「１８０日間」とは、利用者が実際に
利用した日数の合計数となる。
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４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

施設外就労と施設外支援④（留意事項）

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

施設外就労 施設外支援

・施設外就労先の企業とは、請負作業に
関する契約を締結すること。
・請け負った作業についての利用者に対
する指導等は、施設外就労先の企業では
なく、事業所が行うこと。
・事業所が請け負った作業について、利
用者と施設外就労先の企業の従業員が共
同で処理してはいけない。

・同日に施設外支援及び通常の施設利用
を行った場合は、施設外支援の実施日と
して扱うこと。
・実施期間中は、事前に個別支援計画に
位置付けた内容について、１週間ごとに
必要な見直しを行うこと。
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４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

食事の提供に要する費用の取り扱い①

生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、施設入所支援

よくある指摘事項

実地指導で確認された事例

・食事代を利用者から一律で徴収しており、実際の食材料費等との差額を確認してい

ない。

・食事提供体制加算を算定しているが、食材料費以上の額を利用者から徴収している。

利用者から徴収できる食事に係る費用

・利用者から徴収できるのは、食材料費及び調理等に係る費用（人件費等）に相当する

額のみです。それ以上の金額を徴収することはできません。

👉「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に

関する指針」（平成18年9月29日厚生労働省告示第545号 ＊令和3年3月23日改正）

※食事提供体制加算を算定している事業所については、次ページをご確認ください。
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４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

食事の提供に要する費用の取り扱い②

生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

食事提供体制加算を算定している場合の取り扱い

・当該加算は低所得者への食事提供に係る費用のうち、人件費相当分を加算で負担する

ものであることから、加算対象利用者から徴収できる費用は食材料費に相当する額のみ

です。人件費が加算額を上回る場合でも、人件費については徴収はできません。

・人件費が加算額を下回る場合には、食材料費を軽減し、低所得者への負担に配慮する

よう努めてください。

【算定例１】人件費２００円、食材料費２５０円、加算額３００円の場合

①食事提供体制加算（３００円）を人件費に充当。

②残額（３００円ー２００円＝１００円）について、食材料費に充当。

③差額の食材料費（２５０円ー１００円＝１５０円）について、利用者から徴収。

【算定例２】人件費３５０円、食材料費２５０円、加算額３００円の場合

①食事提供体制加算（３００円）を人件費に充当。

②人件費が加算額を超えているが、差額（３５０円ー３００円＝５０円）については利

用者から徴収不可。食材料費（２５０円）のみ利用者から徴収。
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おわりに

資料等確認報告

・以上にて、通所・入所系サービスの資料掲載は終了となります。

・市ホームページより、各サービスの全録編を確認していただき、すべての確認が終了

しましたら、オンライン申請にて資料等確認の報告をお願いいたします。

・本報告を以って令和４年度集団指導への出席と致しますので、報告漏れのないよう

お願いいたします。
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グループホーム等

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

令和４年度 船橋市指導監査課 介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導

令和４年度障害福祉サービス事業者等集団指導 共通編
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１ 令和４年度集団指導について

２ サービス共通資料

・非常災害対策（P6） ・感染症予防等（P8）

・サービス提供中の交通マナー等（P10） ・事故発生時の対応（P11）

・申請届出等（P12）

３ 各種お知らせ等

・障害福祉課からのお知らせ（P17） ・療育支援課からのお知らせ（P25）

・危機管理課からのお知らせ（P33） ・船橋労働基準監督署からのお知らせ（P36）

・その他関連部署からのお知らせ（P46）

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

・サービス共通（P48）

・訪問系（P68）※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

・相談系（P77）※地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

・通所・入所系（P88）※生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行・継続・定着支援、自立生活援助、施設入所支援

・グループホーム等（P100）※共同生活援助、宿泊型自立訓練、短期入所（共同生活援助及び宿泊型自立訓練併設）

・児童系（P107）※児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援



グループホーム等

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

サービス管理責任者の兼務について

サービス管理責任者が同一事業所内で兼務できる職種について

国の解釈通知において、『サービス管理責任者については当該指定共同生活援助事業

所に置かれる世話人又は生活支援員のいずれかの職務と兼務して差し支えない。』と明

記されております。従って、サービス管理責任者、世話人、生活支援員の３職務を兼務

することは認められません。

現在、上記体制を取っている事業所につきましては、至急、是正するようお願いいた

します。

サービス管理責任者が他事業所のサービス管理責任者と兼務する場合

現在の基準では、共同生活援助事業所等と通所事業所の場合のみ、サービス管理責任者

同士の兼務が認められています。
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グループホーム等

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

夜間支援等体制加算の算定について①

夜間支援対象利用者数の算定方法について（よくある指摘事項）

夜間支援等体制加算の報酬区分の請求誤りが多発しております。

夜間支援等体制加算の報酬区分を決定する夜間支援対象利用者数は、原則は当該住居

の前年度利用者数を用います（現在の入居者数や定員数ではありません）。

従って、利用者の入退居が発生しても、算定する区分は当該年度中は変わりません。

※定員の増減があった場合は、別途算出する必要があります。

101

新設・住居追加を行った場合の夜間支援対象者数の算定方法について

新設・住居追加を行い、年度（４月～３月）を通した実績がない場合、以下の方法にて

利用者数の算定を行います。

①新設・住居追加等の時点から６月未満の場合

⇒定員の９０％

②新設・住居追加等の時点から６月以上１年未満の場合

⇒直近の６月における全利用者数の延べ数を６月の開所日数で除して得た数

③新設・住居追加等の時点から１年以上経過している場合

⇒直近の１年間における全利用者数の延べ数を１年間の開所日数で除して得た数

☞常に直近の数値を計算し、変更があった場合には、市へ届け出る必要があります。



グループホーム等

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

夜間支援等体制加算の算定について②

夜間支援等体制加算届出書（体制付表5-1）の書き方

１名の夜間支援従事者が全ての住居を巡回し、夜間支援を行う体制の場合

102

各住居の前年度の夜間支
援対象利用者数を記入

夜間支援従事者①が巡
回する住居の夜間支援
対象利用者数を記入

一致する



グループホーム等

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

夜間支援等体制加算の算定について③

夜間支援等体制加算届出書（体制付表5-1）の書き方

２名の夜間支援従事者で分担して住居を巡回し、夜間支援を行う体制の場合

（例：Ａ氏がＡ・Ｂホーム、Ｂ氏がＣ・Ｄ・Ｅホームを巡回する場合）
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各住居の前年度
の夜間支援対象
利用者数を記入

夜間支援従事者①が巡
回する住居の夜間支援
対象利用者数を記入

一致する

夜間支援従事者②が巡
回する住居の夜間支援
対象利用者数を記入



グループホーム等

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

夜間支援等体制加算の算定について④

夜間支援等体制加算届出書（体制付表5-1）の書き方

各住居に１名の夜間支援従事者が配置され、夜間支援を行う体制の場合

104

各住居の前年度
の夜間支援対象
利用者数を記入

それぞれの夜間支援従
事者が巡回する住居の
夜間支援対象利用者数
を記入

一致する



おわりに

資料等確認報告

・以上にて、グループホーム等の資料掲載は終了となります。

・市ホームページより、各サービスの全録編を確認していただき、すべての確認が終了

しましたら、オンライン申請にて資料等確認の報告をお願いいたします。

・本報告を以って令和４年度集団指導への出席と致しますので、報告漏れのないよう

お願いいたします。
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児童系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

令和４年度 船橋市指導監査課 介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導

令和４年度障害福祉サービス事業者等集団指導 共通編
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１ 令和４年度集団指導について

２ サービス共通資料

・非常災害対策（P6） ・感染症予防等（P8）

・サービス提供中の交通マナー等（P10） ・事故発生時の対応（P11）

・申請届出等（P12）

３ 各種お知らせ等

・障害福祉課からのお知らせ（P17） ・療育支援課からのお知らせ（P25）

・危機管理課からのお知らせ（P33） ・船橋労働基準監督署からのお知らせ（P36）

・その他関連部署からのお知らせ（P46）

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

・サービス共通（P48）

・訪問系（P68）※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

・相談系（P77）※地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

・通所・入所系（P88）※生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行・継続・定着支援、自立生活援助、施設入所支援

・グループホーム等（P100）※共同生活援助、宿泊型自立訓練、短期入所（共同生活援助及び宿泊型自立訓練併設）

・児童系（P107）※児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援



児童系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

定員の遵守（児童発達支援・放課後等デイサービス）

定員の遵守について

事業所は適切な指導訓練スペースの確保及び給付費の算定といった観点より、定員を

超えた受け入れをすることはできません。また、定員超過時において、実利用者数に応

じた人員配置及び設備基準を満たしていない場合は、基準違反となります。

その場合、定員超過減算に該当しない範囲内であっても、違反内容により減算等や加

算の返還が生じる場合がありますので、ご注意ください。

なお災害、虐待その他やむを得ない事由により受け入れをした場合には、例外となる

場合もあります。詳細は以下の通知をご参照ください。

👉「障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて（厚生労働省社会・

援護局障害福祉保健部 障害福祉課障害児・発達障害者支援室 Ｒ4.2.28付事務連絡）

の別紙２「障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について」

よくある指摘事項

・利用者数が定員を超過している。

・定員を超過した日に、利用者数に応じた職員配置がされておらず、人員基準違反と

なっている。
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児童系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

職種 氏名 勤務形態 月 火 水 木 金 週勤務時間

保育士 Ａ 常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ４０

児童指導員 Ｂ 非常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ２４

児童指導員 Ｃ 非常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ２４

利用者数 7 12 11 5 6

サービス提供時間帯：10：00～13：00、14：00～17：00

≪例１≫月～金曜営業の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所（定員１０名・
指導訓練室の面積３５㎡）の場合

定員の遵守（児童発達支援・放課後等デイサービス）
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児童系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

職種 氏名 勤務形態 月 火 水 木 金 週勤務時間

保育士 Ａ 常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ４０

児童指導員 Ｂ 非常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ２４

児童指導員 Ｃ 非常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ２４

利用者数 7 12 11 5 6

サービス提供時間帯：10：00～13：00、14：00～17：00

≪例１≫月～金曜営業の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所（定員１０名・
指導訓練室の面積３５㎡）の場合

定員超過している（火）・（水）について
（火）：１人あたり３㎡×１２名＝３６㎡の指導訓練室の面積基準を満た

していないため、設備基準違反となります。
（水）：１０名を超えているため３人以上の職員配置が必要ですが、２人

しか職員が配置されていないため、人員基準違反となります。

定員の遵守（児童発達支援・放課後等デイサービス）
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児童系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

職種 氏名 勤務形態 月 火 水 木 金 週勤務時間

保育士 Ａ 常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ４０

児童指導員 Ｂ 常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ４０

児童指導員 Ｃ 常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ４０

利用者数 7 12 11 5 6

サービス提供時間帯：10：00～13：00、14：00～17：00

≪例２≫月～金曜営業の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所（定員１０名・
指導訓練室の面積５０㎡）で、児童指導員等加配加算（保育士等）を算定している場
合

定員の遵守（児童発達支援・放課後等デイサービス）
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児童系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

職種 氏名 勤務形態 月 火 水 木 金 週勤務時間

保育士 Ａ 常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ４０

児童指導員 Ｂ 常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ４０

児童指導員 Ｃ 常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ４０

利用者数 7 12 11 5 6

サービス提供時間帯：10：00～13：00、14：00～17：00

≪例２≫月～金曜営業の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所（定員１０名・
指導訓練室の面積５０㎡）で、児童指導員等加配加算（保育士等）を算定している場
合

定員の遵守（児童発達支援・放課後等デイサービス）
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児童系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

職種 氏名 勤務形態 月 火 水 木 金 週勤務時間

保育士 Ａ 常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ４０

児童指導員 Ｂ 常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ４０

児童指導員 Ｃ 常勤 ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ９－１８ ４０

利用者数 7 12 11 5 6

サービス提供時間帯：10：00～13：00、14：00～17：00

≪例２≫月～金曜営業の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所（定員１０名・
指導訓練室の面積５０㎡）で、児童指導員等加配加算（保育士等）を算定している場
合

定員超過している（火）・（水）について
１０名を超えているため３人以上の職員配置が必要となり、加配加算の要
件を満たしていた保育士Ａが基準人員とならざるを得ないため、児童指導
員等加配加算の要件（基準人員に加えて常勤換算１名以上）を満たさなく
なり、当月は加配加算が算定できなくなります。

定員の遵守（児童発達支援・放課後等デイサービス）
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児童系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

欠席時対応加算①（児童発達支援・放課後等デイサービス）

記録が不足している・相談援助の記録がない（よくある指摘事項）

実地指導で確認された事例

・欠席連絡を受けた際の記録（受付日、対応した職員名等）がない

⇒加算が算定できるのは、利用者が急病等によりその利用を中止した日の前々日、前

日又は当日（２営業日前まで）に中止の連絡があった場合のみです。連絡があった

日付等は必ず記録を残してください。

・相談援助の記録がない

⇒当該利用者の状況、次回の利用に向けた相談援助の内容を記録する必要があります。

単に欠席という記録だけでは、算定要件としては不十分です。

※相談援助等の内容を記録することも、算定要件の一つです。記録がない場合は加算

の返還を求めることがありますので、次ページの記載例を参考に、適切に記録を残

してください。
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児童系

４ 実地指導等でよくある指摘事項・質問

欠席時対応加算②（児童発達支援・放課後等デイサービス）

利用者氏名：〇〇 〇〇

欠席日 〇月〇日 対応者 〇〇

欠席連絡があった日 〇月〇日

連絡調整の方法 口頭 ・ 電話 ・ その他（ ）

連絡調整を行った相手 本人 ・ 本人の家族 ・ その他（ ）

次回利用予定日 〇月〇日

利用者の状況 （例）体調不良（発熱〇〇度）により欠席

相談支援の内容
（例）本日病院通院予定とのこと。診断結果等を明日再度
ご連絡いただくようお願いした。次回利用日については、明
日改めてご相談する。

記載例
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おわりに

資料等確認報告

・以上にて、児童系サービスの資料掲載は終了となります。

・市ホームページより、各サービスの全録編を確認していただき、すべての確認が終了

しましたら、オンライン申請にて資料等確認の報告をお願いいたします。

・本報告を以って令和４年度集団指導への出席と致しますので、報告漏れのないよう

お願いいたします。
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